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著作権管理技術とICタグ
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梅本 達雄

めるほど小さく薄いものも存在します。

商品にコードを付すものとして現在バーコードがひろ

く利用されていますが、I Cタグは、バーコードと比べて

記録できる情報量が多く、商品コードだけでなく商品ひ

とつひとつを識別するコードを記録することができま

す。さらに無線技術を利用するため、商品に密着させな

くともタグ情報が読みとれるという特徴もあります。そ

のためI Cタグが安価になると、より効率的で細かい流通

管理が実現できると期待されています。

また、近年食品の安全性に対して消費者の関心が高ま

っているおり、I Cタグを利用することによって、原材料

や流通経路の把握が可能になると期待されています（食

品トレーサビリティ）。

2. IC タグの歴史

民生用のI Cタグが登場したのは1 9 8 0年中頃だといわれ

ています。初期のI Cタグは主に半導体の製造技術の問題

から，消費電力の小さい高周波回路を持ったI Cチップの

設計・製造ができなかったため， 1 0 0 k～1 5 0 k H zといっ

た低い周波数帯を用いていました。

1 9 9 0年代の後半になると，U H F帯（8 6 0 M～9 6 0 M H z）

やG H z帯といった高周波用のI Cタグが登場してきました。

特にU H F帯は通信距離の長さなどから、流通過程への応

用が期待されています。

最近になってI Cタグが注目されているのは、2つの大

きな要因があると考えられます。

はじめに

近年、ブロードバンドや携帯電話の普及により、ネッ

トワーク環境は社会基盤としてなくてはならないものと

なってきています。ネットワーク環境の整備は、電子メ

ールやW W Wなどの人間同士のコミュニケーションに大

きな変化をもたらしましたが、流通にも大きな影響を与

えはじめています。

例えば、あらゆる商品にI Cタグをつけ、商品にリーダ

を近づけるだけでその商品の個々の情報をネットワーク

からアクセスできるシステムや、オンライン音楽サービ

スに代表されるデジタルコンテンツのオンライン販売は

すでに現実のものとなってきています。

今回は、このI Cタグと、デジタルコンテンツの流通に

は欠かせない著作権管理技術について、ご紹介させてい

ただきます。

1. IC タグとは

I Cタグとは、無線を用いてその物品を識別するために

物品に付される装置のことで、R F I D、電子タグなどとも

呼ばれています。

多くのI Cタグは、無線回路と識別子を記録するR O M等

で構成されるI Cチップとアンテナを接合したインレット

と呼ばれるシート状の小片の形をしていますが、I Cチッ

プにアンテナを内蔵する種類のタグの中には紙にすきこ
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トランスによる電力伝達と同じ原理を利用していま

す。電磁誘導方式は電波方式に比べてエネルギーを効

率的に伝達できるので、早くから利用されてきました。

磁界は距離による減衰が大きいため、高い周波数では

通信距離を長くとることはできません。

マイクロ波方式：リーダからの電波エネルギーを電力

にかえる方式です。電磁誘導方式より遠方まで通信で

きるのが特徴です。一般的なアンテナの長さは、効率

良く電波を送受信するため半波長分となっています。

アンチコリジョン

物流管理などでI Cタグを利用する場合、リーダが同時

に複数のタグと通信することがしばしばおこります。そ

の際、複数のタグが同じチャネル（通信路）を同時に利

用するとコリジョン（衝突）が発生し、正しくデータが

送られなくなってしまいます。アンチコリジョンの方式

としては、以下のようなものがよく知られています。

A l o h a：タグが送信する際に他のタグが通信していな

いか確認して、どのタグも通信していなければデータ

を送信する方式です。たまたま同時に別のタグも送信

を初めてしまった場合は、しばらく待ってもう一度送

信を試みます。

Binary Tree：リーダが各タグに割り当てられたI Dを上

から1 b i tずつ確認していく方式です。例えば、最初に

上位1 b i tが' 0 'のタグを呼びます。該当するタグが複数

ある場合は同時応答によってコリジョンが発生するの

で、次に上位2 b i tが' 0 0 'のタグを呼ぶ、ということを

繰り返していくことによって最終的に通信するタグが

決めていきます。

周波数ホッピング：タグからリーダへの応答チャネル

を複数用意し、タグに割り振られたI Dから得られる疑

似乱数に基づいて、利用するチャネルを一定期間毎に

切り替えながらを通信する方式です。

製造技術

物品一つ一つに付するI Cタグでは製造コストが非常に

重要になります。例えばI Cチップをアンテナ基材に実装

する方式には以下のようなものがあります。

ピックアンドプレース法：ダイシングしたI Cチップを

ロボットアームによりアンテナ基材に配置し、加圧圧

着する方式で、現在のICタグ製造方法の主流です。

F S A法：米Alien Technologiesのパッシブ型タグの量産

13.56MHz帯

世界的に規制が少なく、現在広く利用されている帯域

です。電磁誘導方式により通信します。この帯域を利用

するタグは通信可能距離が短いのですが、通信距離の短

さは電波がもれない、ということでもあるので一概に欠

点とはいえません。1 3 5 k H z帯よりもタグを薄く作れる

ため、図書の管理などに利用されています。この帯域は

「S u i c a」などで知られる非接触型I Cカード「F e l i C a」でも

利用されています。

UHF（860-960MHz）帯

U H F以上の周波数では、電波方式により通信を行いま

す。米国では高い出力で使うことができます。日本国内

では現在携帯電話への影響が心配されるため利用できま

せんが、9 5 0 M H z帯については将来利用可能になる予定

です。通信距離が長く、2 . 4 5 G H z帯に比べて電波が回り

込むので読み取りが容易です。ただし、マイクロ波に比

べて波長が長いため、効率よく通信するには十数c mの

アンテナが必要となります。現在、W a l - M a r t等で利用が

検討されているのがこの帯域です。

2.45GHz帯

U H F帯と異なり、現時点での日本でも利用が可能な帯

域です。6 c m程度のアンテナですむため、さまざまな物

品にタグを付けることができます。水分に弱いこと、同

じ周波数帯を利用する無線L A Nと干渉してしまうことが

欠点です。また直進性が強いことも読み取りを困難にし

ています。

4. IC タグを支える技術

I Cタグは非接触型のI Cカードと同じような技術の上に

成り立っていますが、そのなかでもI Cタグに特徴的な技

術としては以下のようなものがあげられます。

無線インターフェイス

電力供給

パッシブ型のI Cタグへの電力供給は、1 3 . 5 6 M H z以下の

周波数では電磁誘導方式が用いられ、それより高い周波

数帯ではマイクロ波方式が用いられています。

電磁誘導方式：タグのコイルとリーダのアンテナコイ

ルを磁束結合させてエネルギー・信号を伝達する方式

です。アンテナがコイル状になっているのが特徴です。
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技術Fluidic Self Assembly（F S A法）は、低コストでタ

グを生産する方式の一つとして注目されています。流

体内で台形状のI Cチップを基材に流しこむことで組み

立てるため、1個あたり5セントで製造可能となる、と

同社では主張しています。

C o n n e c t法：Philips Semiconductorが提唱している、I C

チップを直接アンテナ基板に実装せず、あらかじめI -

C o n n e c tと呼ばれるI Cチップよりも大きな金属板に張

り付けておき、この金属板をアンテナ基材に実装する

方法です。直接I Cチップをアンテナ実装するよりも精

度が要求されないため、高速に生産ができます。

情報システム

I Cタグのシステム（R F I D）は、タグやリーダ／ライタ

の他に、リーダが読み取ったI Cタグのコードから、その

コードに対応する「物」に関連するデータがどのサーバ

に格納されているのかを参照するためのネットワーク上

の名前管理サーバ（O N S等とも呼ばれています）とコー

ドに対応する「物」に関連する情報を管理する情報サー

バを有しています。

名前管理サーバは、インターネットにおいてU R Lから

ホームページにあるサーバのアドレスを導き出すD N Sサ

ーバと同じような仕組みで動作しています。

一方、情報サーバは既存のデータベースに納められて

いる商品情報を、I Cタグのシステムで利用できるように

データ変換するゲートウェイの機能を持っていることも

あります。

5. ICタグの国際標準

I S O（国際標準化機構）では、「物」と共に使用される

分野のI Cタグの無線インターフェイスに関する規格を

ISO/IEC 18000に分類しています。主な周波数帯の規格

を表 4に示します。

またタグのI Dに関してはISO/IEC 15963で規定されて

います。

表4 ICタグの国際標準

規格

ISO／IEC 18000-3

ISO／IEC 18000-4

ISO／IEC 18000-6

利用周波数帯

13.56MHz

2.45GHz                   

UHF

モード1

モード2

モード1

モード2

タイプA

タイプB

タグからの通信速度

約26／6.6Kbps

106Kbps×8

20～40Kbps

384Kbps

40Kbps

備考

ICカードの規格ISO15693にアンチコリジ

ョンを加えたもの

モード1とは互換性なし

電池無

電池付

電池無／電池付の両方をサポート

EPCGlobalの規格とは互換性なし

6. ICタグの標準化組織とその規格

I Cタグの代表的な標準化団体としては、M I TのA u t o - I D

C e n t e rから標準化の作業を引き継いだE P C G l o b a lとT R O N

で知られる東京大学の坂村教授が中心となって活動をし

ているユビキタスI Dセンターがひろく知られています。

今年に入ってからは、経済産業省が「響プロジェクト」

を立ち上げています。

5.1 EPCGlobal

E P C G l o b a lは、バーコードの標準化で知られるE A N

InternationalとUCC（Uniform Code Council, Inc）の共同出

資で2 0 0 3年に設立された団体です。グローバルでユニ

ークなEPC（Electric Product Code）を発行／管理すると

ともに、R F I D、E P C、ネットワークからなるE P Cネット

ワークの国際標準化を実施しています。
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ナンバーとなっており、コードのサイズは6 4 b i tまたは

96bitが基本となっています。

また、消費者のプライバシー保護に配慮して、保持し

ている情報を無効にする機能を提供しています。

E P C G l o b a lではI Cタグ製品を以下のように分類してい

ます。

EPCGlobalの規格

米国では、UHF（915MHz帯）の利用が可能であるため、

E P C G l o b a lでは、通信距離が長く、無線L A Nとの干渉が

ないこの帯域を利用した規格が中心となっています。

コードは現在普及しているバーコードのE A Nコード

（日本ではJ A Nメーカーコード）＋商品番号＋シリアル

表5 EPCGlobalのタグ製品の分類

EPC Class

Class 0

Class 1

Class 2

Class 3

Class 4

Class 5

定義

“リードオンリー”パッシブ型タグ

“ライトワンス”パッシブ型タグ

“リライタブル”パッシブ型タグ

セミパッシブ型タグ

アクティブ型タグ

リーダ

データ記録方式

半導体製造行程で記録（RO型）

一度のみ書き込み可（WORM型）

何度でも書き直し可能（RW型）

－

現在、UHF 用に使われている無線インターフェイス

は、バージョン1の「Class 0」と「Class 1」と呼ばれる

ものです。これらの規格には互換性がなく、同周波数帯

の国際規格とも互換性がありません。そこで現在

E P C G l o b a lでは、両方の規格のタグを読みとれる次世代

規格C l a s s 1 G e n 2（U H Fジェネレーション2とも呼ばれて

います）を策定して、国際規格として申請する予定です。

次世代規格の候補としては、米M a t r i c s（現S y m b o l

Technologies）と米Alien Technologiesが推す「Freedom案」

と、米I n t e r m e c、蘭Philips Semiconductors、米T I等が推す

「G l o b a l案」の2つの案が最終的に残りました。非差別か

つ合理的なライセンスを主張する「G l o b a l案」陣営の

I n t e r m e cが特許フリーを主張する「F r e e d o m案」陣営の

M a t r i c sを特許侵害で訴えるなど、両陣営の対立が表面化

したため、規格統一が危ぶまれましたが、その後

E P C G l o b a lが知的財産権の問題をひとまず脇に置いたこ

とで両陣営は歩み寄りをみせ、2 0 0 4年6月に2陣営間の

意見をとり入れた規格案が成立しています。

IPポリシー

E P C G l o b a lでは標準化にあたって同団体への参加企業

に対して、原則ロイヤリティーフリー方針を義務づけて

いましたが、これに対して、有力なベンダーである

I n t e r m e c等「G l o b a l案」陣営が難色を示したことから、

現在、標準を確立するプロセスから知的所有権問題はい

ったん除かれています。

5.2 ユビキタスIDセンター

ユビキタスI DセンターはT R O Nで知られる東京大学の

坂村健教授が中心となって進めているI Cタグ等の標準化

団体です。

E P C G l o b a lが流通過程での商品の紛失（シュリンケー

ジ）防止を重視しているのに対し、ユビキタスI Dセンタ

ーでは食品トレーサビリティを重視しており、I Cタグが

高価な現段階でI Cタグをバーコードと置き換えることに

それほど積極的ではないようです。

ユビキタスIDセンターの規格

ユビキタスI Dセンターで用いるタグはu c o d eと呼ばれ

る1 2 8 b i tのコードを用いて「物」を識別します。ユビキ

タスI Dセンターではコードの上位1 2 b i tをコード体系の識

別子として管理し、残りの部分の管理は各コード体系の

管理組織に任せています。

タグ（u c o d eタグ）はその「物」に関する情報を格納

しますが、現在では記憶容量等の制約があるため、タグ

にはモノを識別するI Dコードを格納し、容量の範囲内で

付加的な属性情報を格納しています。タグに格納できな

い情報を、ネットワーク上のデータベースに格納する点

はEPCGlobalと同様です。

タグには、バーコード、R F I D、アクティブチップなど

が含まれており、ユビキタスI Dセンターでは、主にセキ

ュリティの観点から以下のように分類しています。
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5.3 響プロジェクト

「響プロジェクト」は、2004年にスタートした、2年で

電子タグを1個5円以下と低価格にすることを目標とした

経済産業省のプロジェクトです。関連企業約1 0 0社を集

めてコンソーシアムを結成し，I Cチップとアンテナを低

コストに実装する技術などを開発することを目標とし、

現在、低価格を実現するため第三者の特許にふれない規

格の可能性の調査を行っています。

公募の結果、2 0 0 4年7月に日立製作所がI Cチップの開

発から加工までの全行程の責任を持つ中核企業として採

用されました。他に大日本印刷，凸版印刷，N E Cが協力

をすることになっています。

響プロジェクトの規格

響プロジェクトでは、タグのコードはE P C G l o b a lが規

格化したE P Cがデファクト・スタンダードであるとし、

これを採用しています。

一方無線インターフェイスに関しては、今後日本でも

認可される予定のU H F帯を利用したものを検討していま

す。具体的には、タグのメモリ容量は5 1 2 b i t以上である

ことやメモリの書換えが可能（1 0万回程度）である等の

条 件を 満 たす こと が 要求 され て いま す 。ま た、

EPCGlobalの次期標準規格「EPCGlobal Class1Gen2（予定）」

との相互接続性も求められています。

響プロジェクトのIPポリシー

響プロジェクトでは、同プロジェクトの成果及びその

基礎となる知的財産権の扱いについて、

（1）非差別かつ合理的なライセンス料金で、他の製造企

業に使用許諾すること

（2）電子タグ及びリーダーライターのユーザー企業には

ライセンス料金を求めないこと

の2つの条件を満たす限りにおいて、実施企業に帰属さ

せる、としています。

7.主なIC タグベンダー

E P C G l o b a l参加企業の中では、米ALIEN Technologyや

2 0 0 4年7月に米Symbol Technologiesに買収されたM a t r i c s

等のベンチャー企業がよく知られています。その他、蘭

Philips Semiconductorsや米Texas InstrumentsはUHF帯に限

らず、幅広くI Cタグを製造しています。日本の企業では

ミューチップを製造している日立製作所が有名です。

表7にU H Fや2 . 4 5 G H z帯用I Cタグで現在注目されている

主なベンダーを挙げます。

8. IC タグの課題

さまざまな面で期待されているI Cタグですが、いくつ

かの課題も指摘されています。

ひとつはコストです。将来的にはタグ一つあたり5円

程度になるといわれていますが、現状ではまだまだ高価

です。また、リーダやサーバなどのインフラの置き換え

にも莫大な費用がかかるといわれています。

もう一つはプライバシー問題です。商品に付いている

I Cタグにより個人の行動が常に監視される、ということ

がおこる可能性があるためです。欧米ではアパレルメー

カーのB e n e t t o nのように、消費者団体の不買運動がおこ

ったため、I Cタグの導入を再検討させられた例もいくつ

かでてきています。E P C G l o b a lでは商品購入時にI Cタグを

表6 ユビキタスIDセンターのタグの分類

Class

Class 0：　光学的IDタグ

Class 1：　下位RFIDタグ

Class 2：　上位RFIDタグ

Class 5：　下位アクティブタグ

Class 6：　上位アクティブタグ

定義

光学読み取り可能なタグ（バーコード）

工場焼きこみでコードの改変不能なタグ

簡易認証方式による同定防止プロトコルをもつタグ

認証を通過した状態で書き込みが可能なタグ

公開鍵暗号認証通信機能を有するタグ

認定された標準IDタグ

ミューチップ（日立）

T-Junction（凸版印刷）

Pico T-Engine
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* 電子透かし

電子透かしは、画像データなどの冗長性に着目し、コ

ンテンツに人には知覚できないデータを埋め込むことに

よって、著作権者等の情報を認証し、不正な利用があっ

た場合は、不正利用者を特定するような用途や不正コピ

ーを抑制する効果が期待されています。表1 2に電子透か

しの用途と利用方法を示します。

電子透かしは、大きく分けて、実データ（量子化誤差、

下位ビット）へ埋め込む方法、周波数変換して埋め込む

方法があります。その他にも各種圧縮規格の特徴を利用

して埋め込む方法、統計的偏りを生じさせる方法や、コ

ンテンツの種類の特徴を利用した埋め込み方法が提案さ

れています。

電子透かし技術を利用してコンテンツに対して著作権

情報などを埋め込んでおくと、コンテンツに改竄が加え

られた場合でも改竄を検出することができます。

表11 コンテンツI Dの階層

コンテンツID

DCD（Distributed Content

Descriptor）

ユニークコード

（IDセンター管理番号）

ID管理センターのIPR-DBに保存される。（メタデータの全体集合）

ユニークコードとコンテンツ属性、権利属性、権利運用属性、流通属性・分配属性、自由領

域、システム制御情報よりなる。

IDセンタで管理されるコンテンツIDフルセットの内、例えばコンテンツ更新を許さない重要

な項目等についてコンテンツと一緒に流通させるもの。Embedding ModelとSeparate Modelが

あり前者は、DCD-EFという共通フォーマットで表現され、後者は、XML形式で表現される。

コンテンツID登録時にコンテンツIDセンタで付与される登録毎にユニークな番号。

表12 電子透かしの用途と利用方法

用途

機器制御

著作権の確認

不正流通元の特定

流通管理

情報

レコーダ／プレイヤーの制御コード

（CCI:Copy Control Information）

著作権情報

配布先のID

コンテンツのID

埋込情報の利用方法

CD，DVDなどのコピー制限、海賊版再生停止

コンテンツに対する著作権の確認、主張

不正流通（コピー）元を特定し、不当行為の停止、抑止力

流通監視、課金、バーコード機能

* 不正利用検出

電子透かし等の技術を用いてコンテンツにI Dを埋め込

み、流通させ、不正利用検出システムにより、正規配布

先のU R Lと埋め込んだI Dとの対応関係をチェックするこ

とにより不正利用を検出することができます。コンテン

ツ不正利用検出方式について、表1 3にまとめました。ま

た、表1 3のコンテンツ不正利用検出方式の概略図を図7

に示します。

表13 コンテンツ不正利用検出方式の種類

種類

探索ロボット型

特定ネットワーク

監視型

利用者協力型

概要

透かし読み取り機能を持つ探索ロボットにより、Webサイ

トのページに含まれているコンテンツ（音声・画像など）

をトップダウン的に探索する。

特定ノードのゲートウェイやサーバに透かし読み取りフィ

ルタを入れて通過するコンテンツを全てチェックする。

利用者のブラウザのダウンロードモジュールに透かし読み

取りツールを予めプラグインしておき、ダウンロードした

コンテンツのIDをアクセスサイトのURLをコンテンツID管

理センタに通知し、チェックする。

特徴

探索キーワードを指定し範囲をある程度

限定すれば探索時間は数時間。

探索範囲を限定すれば探索制度の点では

最も良い。

利用者の協力が取り付けられればネット

ワーク負荷がなく最も良い。
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を可能にしているそうです。

14.著作権管理言語

著作権管理については、各種団体があり、デジタルコン

テンツに対する著作権管理のための活動を行っています

が、ここでは、著作権管理言語を紹介します。表1 5に著作

権管理言語として有名なXrMLとXMCLの概要を示します。

13.コンピュータ業界の著作権管理技術

導入動向

コンピュータ業界でも著作権管理技術の導入が活発

化しています。A p p l e社のサービスiTune Music Storeも

D R M技術を採用しており、再生できるコンピュータの

制限やC Dへのコピーの制限が加えられています。また、

M i c r o s o f t社も5月に新しいWindows Media DRMの機能公

開をしており、セキュリティを強化しながらも、多様

なデバイスに対応したシームレスなコンテンツフロー

表15 著作権管理言語

言語

EXtensible rights Markup

Language （XrML）

Extensible Media Commerce

Language （XMCL）

概要

Microsoftを中心とした著作権保護技術の標準化団体である。

Xerox Management Right部門がスピンオフしてできた米ContentGuard社が事務局になっている。

Real Networksを中心とした著作権保護技術の標準化団体XMCL Initiativeによるデジタルコンテ

ンツを商業利用する際に必要となる情報の共通化を目的とした記述言語。

XMLベースのオープンな言語で、ビジネスのルールとなる言語を標準化することで、XMCLを

利用して、コーデック、デジタル著作権管理システムや、電子商取引システムとは無関係に、

コンテンツを自由に操作することができるようにすることを目指す。

15. 著作権管理を主な目的とする関連団体・

規格

著作権管理については、上述した著作権管理言語の標

準化団体以外にも各種団体があり、デジタルコンテンツ

に対する著作権管理のための活動を行っています。主な

著作権管理のための団体を表 16に示します。

表16 著作権管理を主な目的とする関連団体・規格

団体名

コンテンツIDフォーラム

（cIDf）

DOI（Digital Obejct

Identifier）

Copy Protection Technical

Working Group （CPTWG）

Secure Digital Music

Initiative （SDMI）

JASRAC

Open eBook Forum（OeB）

概要

主な目的はデジタルコンテンツにコピー確認をするためコンテンツにユニークなIDを挿入す

るコンテンツIDを標準化すること。

DOIは、コンテンツに持続的に存在する識別子（identifier）を指す。全米の書籍、雑誌出版業

者の組織であるAAP（Association of American Publishers）によって1994年に開始された。

コンテンツ事業者、IT企業、家電企業によるコピー管理技術の国際標準化検討をしている。

暗号・認証・電子透かしなどの技術をサブＷＧで検討している。

1999年2月発足。全米レコード協会（RIAA）主導で、音楽コンテンツの配信規格を策定する

団体。電子透かしの標準化を含むPhase1仕様を発表。現在Phase2仕様を策定中。

利用可能な電子透かし技術の水準の設定と、水準をクリアした技術の認定作業を行ったプロ

ジェクト（2000年、2001年にSTEP2000、STEP2001）の2回を実施。

電子書籍の規格を作成して維持し、その採用を促進することを目的とする団体。
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16.各種規格の著作権管理技術の導入状況 各種コンテンツの再生・通信の規格団体もまた、著作

権管理技術の導入を進めています。各種規格の著作権管

理技術の導入状況を表17に示します。

表17 各種規格の著作権管理技術の導入状況

規格・団体

MPEG-21

MPEG-4

TV-Anytime

DHWG（Digital Home

Working Group）

U P n P

OMA（Open Mobile

Alliance）

MPEG LA

状況

2003年7月に、MPEGは、MPEG-21の「権利表記言語」（Rights Expression Language:：REL）のパー

ト5と「権利データディクショナリ」（Rights Data Dictionary：RDD）のポート6の完了を発表した。

標準化団体 Internet Streaming Media Alliance （ISMA） が2004年3月3日、ストリーミングメディア

配信に関して標準に基づく技術の採用を促進するべく、新たにコンテンツ保護仕様をリリース。

2003年10月にフェーズ1（放送を主体としたアプリケーションを想定したもの）規格がETSI（the

European Telecommunications Standerds Institute）の技術文書（ETSI TS 102 822）として発行され

たが、RMP（Rights Manegement and Protection）と呼ばれるパート5が未完成である。

2005年頃を目指してDRM／コンテンツ保護技術を明確化する予定。

AV仕様では、DRM／コンテンツ保護技術を含む「Chapter2」をまとめているところ。

2004年2月2日 OMA DRM 2.0 Enabler Release公開。音楽やビデオクリップ、ストリーミングコンテ

ンツへの対応を強化。

2003年10月2日にデジタル著作権管理（DRM）に対応する製品の実現に必要な特許を集めて集中管

理する取り組みを発表し、DRM技術に関連する特許を提出するよう業界に呼びかけ、2004年7月20

日にはDRM Reference Model 2.0を発表。

おわりに

本稿では、特許審査第四部で重要な分野として位置づ

けている、I Cタグと著作権管理技術について概略を説明

させていただきました。

2 0 0 4年度はI Cタグが実証実験から本格稼働へと移行す

る重要な時期となります。著作権管理技術についても、

ネットワークによるコンテンツ流通やデジタル放送の本

格的な普及を前に規格等についてさまざまな動きがでて

きています。

そのため、特許審査第四部では今年度、I Cタグと、著

作権管理技術の1つである電子透かしを特定注目分野と

位置づけて、迅速且つ的確な審査に取り組んできていま

す。また、今年度の技術動向調査のテーマとしてI Cタグ

を選定しています。特許審査第四部では、他部との連携

も視野に入れて、特許、政策及び市場などの面からも、

これら技術分野の動向を注意深く追っていきたいと考え

ています。

pro f i l e
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平成8年4月入庁
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